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期
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以
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該
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長
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し
て
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合
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間
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十
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年
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上
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る
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合
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に
対
し
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多
年
に
わ
た
り
地
方
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治
体
の
職
務
に
精
励
さ

れ
た
こ
と
に
敬
意
を
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す
と
と
も
に
、
永
年
の

勤
続
を
祝
し
て
記
念
品
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宿
泊
利
用
券
等
）
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
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今
回
、
平
成
二
十
二
年
三
月
末
に
退
職
さ
れ

る
組
合
員
の
う
ち
、当
該
要
件
に
該
当
す
る
方
々

に
対
し
ま
し
て
は
三
月
中
旬
ご
ろ
に
、
平
成

二
十
二
年
四
月
以
降
に
退
職
さ
れ
る
方
に
つ
い

て
は
そ
の
都
度
の
申
請
に
基
づ
き
贈
呈
し
ま
す
。

長
期
勤
続
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職
者
へ
記
念
品
の
贈
呈

退職後の医療保険制度について
＊＊＊ 退職を予定されている方へ ＊＊＊

再就職しない場合 再就職した場合

①就職先の医療保険制度

⑤家族の被扶養者③国民健康保険

お問い合わせ先　　共済組合保険課　　TEL　029－301－1413

②共済組合の任意継続組合員

再就職先に医療保険制度の適用がない場合

　組合員の皆さんが退職されますと、退職日の翌日から組合員資格を喪失することとなり、同時に被扶養者
の方も被扶養者資格を喪失することになります。
　そのため、新たに医療保険制度に加入しなければなりませんので、下表を参考にどの制度に加入したらよ
いかご検討ください。

【お願い】
　資格喪失後は、お持ちの組合員証等は使用できませんので、所属所の共済事務担当課を経由して共済組合
へ返還してください。
　資格喪失後に組合員証等を使用し医療機関などで受診すると、共済組合が医療機関に支払った医療費を組
合員であった方に全額返還していただくこととなりますのでご注意願います。

加
入
要
件

附
加
給
付

加
入
手
続
き

保
険
料

自
己
負
担
割
合

退職の前日まで引き続き１年以
上組合員であった方

同じ月に同じ医療機関に支払った
自己負担額が25,000円を超えた
場合に、その超えた額を「一部負
担金払戻金」（被扶養者の場合は
「家族療養費附加金」）として支給
します。

退職した日から20日以内に「共済
組合員申告書」（組合員証および組
合員被扶養者を添付）を所属所の
共済事務担当課を経由して共済組
合へ提出してください。
※次ページをご参照ください。

④退職者医療制度
退職共済年金等の受給者

他の医療保険制度に加入してい
ない方

各市町村により異なるため、居
住地の市町村にお問い合わせく
ださい。

退職した日の翌日から14日以内
に居住地の市町村に届け出てく
ださい。

年間収入が130万円未満（60歳
以上の公的年金受給者または障害
を事由とする年金受給者は180万
円未満）の方で主たる扶養者の収
入により生計を維持している方
※このほかにも条件があります
ので、詳細は各健康保険組合
等にご照会ください。

被扶養者認定要件が異なるた
め、扶養者となる家族の勤務先
等へお問い合わせください。

各健康保険組合等により異なり
ますので、ご確認ください。

どの医療保険制度でも 6歳以上70歳未満 ‥‥‥‥‥‥3割
 6歳未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2割
 70歳以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2割（一定以上所得者は3割）

※次ページをご参照ください。 不要

なし

任意継続組合員制度とは、退職後も引き続き在職中と同様に医療給付が受けられ、
人間ドックなどの福祉事業の一部も利用できる制度です。
●加入資格について 退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方
●加入期間について ２年間
●任意継続掛金について
下記の区分により計算した①か②いずれか低い方の額となります。
平成22年度の掛金率及び平均給料月額は現時点では未定ですので、次回の「いばらき共済」でお知らせします。

区　　分 月額掛金の算式　※介護掛金は40歳以上65歳未満の方が対象

組合員期間が15年以上あり
退職時年齢が55歳以上の方

①退職時給料月額×0.7×（短期掛金率＋介護掛金率）
②共済組合の平均給料月額×（短期掛金率＋介護掛金率）

上記以外の方
①退職時給料月額×（短期掛金率＋介護掛金率）
②共済組合の平均給料月額×（短期掛金率＋介護掛金率）

【参考】・平成21年度任意継続掛金率　短期掛金率 93.4 ／ 1000　介護掛金率 10.4 ／ 1000
　　　・平成21年度共済組合の平均給料月額　　340,000円

●加入手続きについて
本年３月31日退職予定の方については、２月中旬頃、任意継続組合員を希望するかどうかの調査を行いますので、

その際に共済事務担当課へ申し出てください。
●任意継続組合員証等の交付について
本年３月31日退職予定の方で、加入を希望する方には、３月下旬頃「任意継続組合員証」「任意継続組合員被扶養者証」

を共済事務担当課を経由して交付します。
●任意継続掛金の払込みについて
任意継続掛金の払い込み方法については、「６カ月分前納」または「12カ月分前納」があります。
初回の任意継続掛金は、退職した日の翌日から20日以内に払い込みをお願いします。

●受けることが出来る給付等について
短期給付については、在職中とほぼ同様の給付を受けることができますが、休業手当金

等休業補償に関する給付は除かれます。
また、福祉事業については、共済貯金や人間ドック利用助成、宿泊利用助成等を利用す

ることが出来ます。
●任意継続組合員資格の喪失について
次のいずれかに該当したときは、任意継続組合員の資格を喪失します。
「共済組合員申告書」に任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証（被扶養者がい
る場合）を添えて、共済組合へ提出してください。
①２年を経過したとき（※任意継続組合員証、被扶養者証だけを返還してください。）
②任意継続掛金を、期日までに払い込まなかったとき
③再就職し、他の医療保険制度に加入したとき
④任意継続組合員でなくなることを希望したとき
⑤死亡したとき

Q1 任意継続組合員になるのと家族の被扶養者に
なるのでは、どちらが有利ですか？

A1 被扶養者になれば健康保険料は一切かかりま
せんので、負担の面からみると被扶養者にな
る方が有利と思われます。

 また60歳未満の方は、60歳になるまで国民年
金保険料（年間約17万円）を納めなくてはな
りませんが、配偶者の扶養（子の扶養を除く）
になると、国民年金第３号被保険者となり、
国民年金保険料を納める必要はありません。

Q2 家族が被扶養者に認定されていますが、任意
継続組合員になると退職後も被扶養者になれ
ますか？

A2 継続して被扶養者になれます。

Q3 他の医療保険制度に加入した場合、共済組合
に前納した任意継続掛金はどうなりますか？

A3 喪失日以後の掛金は返還します。

任 意 継 続 組 合 員 制 度 に つ い て

Ｑ ＆ Ａ
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